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           工事現場の安全管理について（通知）

     最近、県発注の工事において人身事故が多発しております。日頃から、工事現場における安全管理の指導
をお願いしているところでありますが、今後とも、請負者に対する一層の指導をお願いします。
　また、監督員、検査員等が立会、検査等により現場に入場する際も、職員の安全を確保するため、下記事
項に留意の上､適切な作業服、保護帽(ヘルメット)の着用及び長靴又は安全靴等の着用を徹底させてください。

記

１　労働安全衛生規則により、工事中の現場では、保護帽の着用が義務付けられていること。
２　同規則により、現場条件によっては安全靴の使用が義務付けられていること。
３　監督員等は安全管理を指導する立場にあること。


